
新発田地域広域事務組合・下越福祉行政組合 行政評価委員 

募集要項（公募） 

 

１ 趣旨 

新発田地域広域事務組合及び下越福祉行政組合（以下「組合」という。）が共同処理する事務の最

上位の計画として定める新発田地域広域共同処理基本計画（以下「計画」という。）の進捗状況及び

成果の評価について、客観性及び透明性を確保し、並びに組合の施策をより効率的かつ効果的に推進

するため、組合行政評価委員会条例に基づき設置する行政評価委員会（以下「委員会」という。）に

おいて、住民等の幅広い意見を反映させるために委員を公募するものです。 

 

２ 募集人数  １名 

 

３ 任期     令和７年６月１日～令和１０年５月３１日（３年間） 

 

４  報酬等    委員会に出席した場合、組合の規定により報酬５，０００円（１回につき）及び 

費用弁償（旅費）を支給 

 

５ 職務内容 

組合が行う計画の評価に関する重要な事項を調査し、及び審議すること。 

その他、計画の推進及び更新等に関し管理者が必要と認めること。 

※委員会は、１年間に２回程度の開会を予定 

 

６ 応募資格  令和７年４月１日現在、次の条件をすべて満たしている方 

（１）組合管内(※)に居住または通勤、通学している満１８歳以上の方 

    ※組合管内とは、下記８市町村を指します 

【新発田市、胎内市、聖籠町、阿賀野市、新潟市、村上市、関川村、粟島浦村】 

（２）国、地方公共団体の議員、職員ではない方 

（３）平日の会議に出席できる方 

   

７ 応募方法 

応募用紙（別紙様式、組合ホームページからダウンロード可能）に必要事項を記入の上、持参、郵送、

ＦＡＸまたは電子メールのいずれかの方法で、下記提出先へ提出してください。 

また、提出書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

 

８ 応募期限  令和７年５月７日（水） 必着 

 

９ 選考・結果の通知 

申込み締め切り後、書類審査し、選考結果を応募者全員に通知します。 

選考の経過や結果についてのお問い合わせにはお答えしません。           

 

 

 



１０ 申込・問合せ先 

 〒９５７－００５３ 新発田市中央町５丁目４番７号 

           新発田地域広域事務組合 総務課 総務係 

 ＴＥＬ   ０２５４－２６－１５０１ 

 ＦＡＸ   ０２５４－２３－５５８９ 

 メール   kizai@shibata-kouiki.jp 

 組合ＨＰ  

     https://www.shibata-kouiki.jp/association/info/common/post-93.html 
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